
令和６年度中（２０２４年４月２日～２０２５年４月１日）に以下の年齢に達する方で
●印がある方が協会けんぽの生活習慣病予防健診費用の補助の対象となります。

令和６年度（２０２４年度）
生活習慣病予防健診対象者 年齢早見表


